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実 施 日 平成３０年４月１日　創設　　（令和７年４月１日　最終改正）

利
用
料

利用料 　無料

申込のタイミング及
び 方 法

①保証申込、条件変更申込等協会への申込時に限らず、企業が必要とする時に、
　 ＭｃＳＳ経営診断申請書を提供することにより申込可能。
②その他保証協会が必要と判断した時　（ＭｃＳＳ経営診断申請書は事後徴求）。

必 要 書 類

①ＭｃＳＳ経営診断申請書兼受領書
②原則、直近決算書3期分
③登記事項証明書（協会を利用した事がない法人、写しで可）
④代表者の個人情報取扱いに関する同意書【ＭｃＳＳ用】（協会を利用した事がない法人）
⑤代表者個人の印鑑証明書の原本（協会を利用した事がない法人）
⑥その他協会が必要と判断する資料

フ ォ ロ ー 体 制

【協会利用がある法人】
本サービスで提供したＭｃＳＳ経営診断書報告書の内容説明や追加資料の提供、さまざま
な経営支援メニューの利用ができる。

【協会利用がない法人】
本サービスで提供したＭｃＳＳ経営診断報告書の内容説明や、保証利用の相談ができる。

利
用
条
件

原則、直近決算書３期分を提出できる法人。

＜過去に協会を利用した事がある法人＞
原則、直近決算書３期分を提出できる法人。

＜協会を利用した事がない法人＞
原則、登記事項証明書（写）等の提出が可能で、且つ、直近決算書3期分を提出できる法
人。

ＭｃＳＳ経営診断報告書提供サービス

目 的
中小企業者の経営課題解決のツールのひとつとして、ＭｃＳＳによる当該中小企
業者の健康診断（経営診断）を行い、当該中小企業者の継続的な事業活動、事業
伸展に寄与することを目的とする。

利 用 対 象
協会の保証対象となる法人であること。
※協会利用の有無に関わらず、協会利用が無い法人であっても対象とする。
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